
● は 高 木 委 員 、 山 本 委 員 の レ ポ ー ト 中 の 関 連 部 分 の 要 旨 で あ る 。*
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*
国 民 の 期 待 に 応 え る 刑 事 司 法 （審 議 用 レ ジ ュ メ 改 訂 版 ）

00/07/25

（水原レポート ･ 頁 ）1. 刑事司法に対する国民の期待－その使命・役割－ 1.-(1) 1

論 点 整 理 刑 事 司 法 は 、 本 来 、 公 共 の 福 祉 の 維 持 と 個 人 の 基 本 的 人 権 の 保 障

と を 全 う し つ つ 、 的 確 に 犯 罪 を 認 知 ・ 検 挙 し 、 公 正 な 手 続 を 通 じ て 、 事 案 の

真 相 を 明 ら か に し 、 適 正 か つ 迅 速 に 刑 罰 権 の 実 現 を 図 る こ と に よ り 、 社 会 の

秩 序 を 維 持 し 、 国 民 の 安 全 な 生 活 を 確 保 す る こ と を そ の 使 命 と す る 。

21世紀のあるべき刑事司法の使命・役割(1)

－国民が刑事司法に期待するものはなにか。－

、 、cf. ○ 実 体 的 真 実 の 発 見 に よ る 適 正 か つ 迅 速 な 犯 罪 者 の 処 分 ○ 適 正 手 続 の 保 障

○ 両 者 の 調 和 に よ る 国 民 の 安 全 な 生 活 の 確 保 、 ○ 犯 罪 者 の 改 善 更 生 、 ○ 被 害 者

等 の 保 護

我が国の刑事司法システムが国民の期待に十分応えていくためにはどうある(2)

べきか。

● 刑 事 司 法 の 意 義 は 、 犯 人 を 迅 速 に 検 挙 し 、 捜 査 、 起 訴 、 公 判 審 理 を 経 て 適 正 な 刑

罰 を 与 え る こ と を 通 じ て 罪 を 犯 し た も の の 矯 正 を は か る と と も に 、 国 民 の 自 由 で 安 全

な 生 活 を 保 障 す る こ と に あ る 。 国 家 の 犯 罪 捜 査 等 の 強 制 権 限 は ま さ に こ の よ う な 刑 事

司 法 の 役 割 ・ 意 義 に よ っ て の み 正 当 化 さ れ る 。 た だ し 、 捜 査 機 関 の 活 動 は 本 来 的 に 国

民 の 基 本 的 人 権 と 対 立 す る 性 格 を 持 っ て い る こ と は 必 要 か つ 十 分 に 認 識 さ れ る 必 要 が

あ る 。 憲 法 ・ 刑 訴 法 が 想 定 し た 世 界 は 「 適 正 手 続 の 保 障 」 の 上 で の 「 真 実 発 見 」 で、

、 、 。あ り 両 者 の バ ラ ン ス 論 は 人 権 擁 護 の 側 に テ コ の 支 点 が 寄 る べ き も の と 解 す る べ き

刑 事 司 法 に 対 す る 国 民 の 期 待 に 応 え て い く た め に 、 法 曹 三 者 が 果 た す べ き 役 割 が 的

確 に 果 た せ て い る の か 、 謙 虚 に 熱 意 を 持 っ て そ れ ぞ れ が 抱 え て い る 反 省 点 ・ 課 題 に つ

き 、 検 討 を 加 え 、 改 革 を 追 求 し て い く こ と が 求 め ら れ て い る （ 高 木 ）。

● 我 が 国 の 刑 事 司 法 は 「 精 密 司 法 」 と 呼 ば れ 、 真 実 追 究 を 旨 と す る 十 分 な 捜 査 と、

慎 重 な 起 訴 、 詳 細 な 公 判 審 理 、 犯 罪 者 の 処 罰 の み な ら ず そ の 更 生 ・ 社 会 復 帰 に も 重 点

を 置 く と い う 特 徴 を 有 し て お り 、 現 在 も 基 本 的 な 支 持 を 失 っ て い る わ け で は な い 。 し

た が っ て 、 こ う し た 特 徴 を 大 き く 損 な う よ う な 制 度 改 革 は 行 う べ き で は な い が 、 近 時

の 社 会 構 造 ・ 国 民 意 識 の 変 化 、 と り わ け 社 会 秩 序 を 基 礎 か ら 支 え て き た コ ミ ュ ニ テ

ィ ー の 解 体 、 社 会 の 倫 理 観 や 教 育 機 能 の 低 下 な ど の 新 た な 状 況 の 中 で 、 真 実 発 見 の 必
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要 性 と 人 権 擁 護 の バ ラ ン ス に 留 意 し た 所 要 の 見 直 し が 求 め ら れ る （ 山 本 ）。

刑事裁判の充実・迅速化2.

論 点 整 理 刑 事 裁 判 に つ い て は お お む ね 迅 速 に 運 営 さ れ て い る も の の 、 国 民

が 注 目 す る 重 大 複 雑 な 刑 事 事 件 の な か に は 、 一 審 の 審 理 だ け で も 相 当 長 期 間

か か る も の が あ る 。 こ う し た こ と が 国 民 の 刑 事 司 法 全 体 に 対 す る 信 頼 を 傷 つ

け る 一 因 と も な っ て い る こ と か ら 、 適 正 ・ 迅 速 な 審 理 を 実 現 す る た め の 方 策

に つ い て 検 討 す る こ と が 必 要 で あ ろ う 。

（参 考 資 料 ～ ）（水原レポート ･ ～ 頁 ）(1) 現状認識 3 8 2.-(1) 3 4

● 世 間 の 耳 目 を 集 め る よ う な 特 定 の 複 雑 重 大 事 件 に 関 し て は 、 審 理 の 異 常 な 長 期 化

が 見 ら れ る 。 こ れ は 、 被 告 人 と い う 不 安 定 な 立 場 が 長 期 間 継 続 す る こ と に よ る 人 権 保

障 上 の 問 題 を 生 じ さ せ る 一 方 で 、 犯 罪 の 風 化 を も た ら し 、 正 義 の 実 現 が 阻 害 さ れ る こ

と に よ っ て 刑 事 司 法 に 対 す る 国 民 の 信 頼 を 揺 る が す 結 果 と な っ て い る （ 山 本 ）。

（全体として参考資料 ）(2) 具 体 的 方 策 11

（水原レポート ア･ 頁 ）ア 公判期日の集中・連続化のための方策 2.-(2)- 4

（参 考 資 料 、 ）(ア) 公判期日の集中・連続化に対応し得る弁護体制 28 29

【 検 討 す べ き 事 項 】

○ 公 設 弁 護 人 事 務 所 制 度 の 導 入 ・ 制 度 の 内 容 等

○ 公 的 刑 事 弁 護 の 運 営 主 体 に 雇 用 さ れ る 常 勤 弁 護 士 制 度 の 導 入

○ 法 律 事 務 所 の 法 人 化

○ 国 選 弁 護 制 度 の 拡 充 ・ 強 化 の た め の 方 策

※ 後 記 の 被 疑 者 ・ 被 告 人 の 公 的 刑 事 弁 護 制 度 と の 関 連 に も 留 意 す る 必 要 。

● 集 中 審 理 の た め に は 弁 護 士 の 体 制 整 備 が 大 き な ポ イ ン ト 、 こ の 点 で 、 被

疑 者 段 階 か ら の 一 貫 し た 公 的 弁 護 制 度 の 確 立 が 不 可 欠 で あ る と と も に 、 弁 護

士 事 務 所 の 法 人 化 ・ 共 同 化 が 重 要 。 ま た 、 裁 判 官 、 検 察 官 、 裁 判 所 職 員 、 検

察 庁 職 員 の 質 的 向 上 ・ 増 員 が 必 要 （ 山 本 ）。

● 国 選 弁 護 の 拡 充 ・ 強 化 （ 国 費 に よ る 公 設 弁 護 人 事 務 所 を 設 け る こ と に は

意 味 が あ り 、 被 疑 者 段 階 の 国 選 弁 護 制 度 を 担 う 公 設 弁 護 人 事 務 所 と 一 体 的 に

考 え る の も 一 案 （ 高 木 ））。
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(イ) 第一審の審理期間や公判期日の開廷間隔（上限）の法定の是非･内容

【 検 討 す べ き 事 項 】

○ 具 体 的 な 期 間

○ 実 効 性 を 確 保 す る た め の 条 件 整 備

○ 被 告 人 の 防 御 権 行 使 へ の 配 慮 の 必 要 性

(ウ) その他

【 検 討 す べ き 事 項 】

○ 刑 事 弁 護 活 動 に 関 す る 公 的 責 務 の 在 り 方 （ 例 え ば 正 当 事 由 の な い 辞 任

の 制 限 な ど ）

● 弁 護 人 の 辞 任 ･ 解 任 に よ る 審 理 の と ん 挫 と い う 事 例 が 見 ら れ た が 、 公 的 弁

護 制 度 の 導 入 と 併 せ て 私 選 弁 護 人 に つ い て も 、 刑 事 弁 護 活 動 に 関 す る 公 的 責

務 の 在 り 方 、 例 え ば 正 当 事 由 の な い 辞 任 の 制 限 な ど も 考 え ら れ て よ い 。 裁 判

)官 の 交 代 に 関 し て も 審 理 の 中 断 が 生 じ な い よ う な 配 慮 が な さ れ る べ き 。 ( 山 本

イ 公判の充実・迅速化のための争点整理手続の在り方

（参 考 資 料 ）（水原レポート ウ･ 頁 ）10 2.-(2)- 5

【 検 討 す べ き 事 項 】

○ 現 行 の 争 点 整 理 の 機 能 不 全 の 原 因

○ 争 点 整 理 の 実 効 化 の た め の 方 策 （ 裁 判 所 の 関 与 の 在 り 方 等 ）

● 早 期 の 争 点 整 理 は 裁 判 の 充 実 ・ 迅 速 化 を 図 る た め の 重 要 な 課 題 。 現 行 の 仕

組 み が 有 効 に 機 能 し て い な い と す れ ば そ の 改 善 を 考 え る 必 要 （ 高 木 ）。

● 争 点 整 理 を 中 心 と し た 事 前 の 準 備 が 審 理 の 効 率 化 の た め に 重 要 。 刑 訴 規 則

上 の 事 前 準 備 が 機 能 し て い な い 現 状 を 踏 ま え 、 こ れ を 義 務 づ け る こ と な ど に よ

っ て 活 用 を 図 る 努 力 が 必 要 （ 山 本 ）。

（主に検察官による証拠開示について）ウ 証拠開示

（参 考 資 料 ）（水原レポート イ･ ～ 頁）9 2.-(2)- 4 5

(ア) 公判の充実・迅速化の観点からの証拠開示の在り方

(イ) 証拠開示の時期

【 検 討 す べ き 事 項 】

○ 証 拠 開 示 の 現 状

○ 証 拠 開 示 の 拡 充 （ 範 囲 ・ 程 度 ・ 時 期 ）
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○ 証 拠 開 示 の 拡 充 の た め の 条 件 整 備 の 必 要 性

・ 争 点 整 理 手 続 と の 関 連 性

・ 関 係 者 等 の 名 誉 ・ プ ラ イ バ シ ー 保 護 、 重 要 証 人 等 に 対 す る 威 迫 等 の 罪 証

隠 滅 の 防 止 の た め の 方 策

○ 被 告 人 側 の 証 拠 開 示 の 在 り 方

○ 起 訴 前 の 証 拠 開 示 の 是 非 等

● 当 事 者 主 義 を 実 質 化 （ 実 質 的 対 等 ） す る た め 、 検 察 官 手 持 ち 証 拠 は 被 告 人 に

お い て も 利 用 で き る も の と 考 え る べ き で あ り 、 全 面 的 開 示 を 行 う べ き （ 高 木 ）。

● 早 期 の 争 点 整 理 に 資 す る 観 点 か ら は 検 察 官 手 持 ち 証 拠 の 開 示 を 積 極 的 に 考 え

て い く 必 要 が あ る が 、 他 方 で 、 開 示 に よ る 関 係 者 の プ ラ イ バ シ ー や 名 誉 が 害 さ れ

る お そ れ も あ る 。 現 状 の 枠 組 み （ 裁 判 長 が 諸 般 の 事 情 を 勘 案 し て 開 示 を 命 ず る ）

の 中 で よ り 積 極 的 な 判 断 を 求 め て い く こ と が 現 実 的 （ 山 本 ）。

エ 裁判所の訴訟指揮権の実効性を確保するための方策について

（水原レポート オ ･ ～ 頁 ）2.-(2)- 5 6

【 検 討 す べ き 事 項 】

○ 裁判所の訴訟指揮権行使の現状（当事者の協力等）

○ 法 廷 侮 辱 罪 等 を 設 け る こ と の 是 非

○ 被 告 人 の 防 御 権 行 使 へ の 配 慮 の 必 要 性

● 裁 判 所 に よ る 適 切 か つ 有 効 な 訴 訟 指 揮 権 の 行 使 は 裁 判 の 充 実 ・ 迅 速 化 に 資

す る が 、 そ の 前 提 と し て 検 察 官 手 持 ち 証 拠 の 全 面 的 開 示 が 前 提 条 件 と し て 整 備

さ れ る 必 要 。 な お 、 訴 訟 指 揮 権 と の 関 係 で 裁 判 所 侮 辱 罪 を 設 け る こ と に つ い て

は 被 告 人 の 防 御 権 を 侵 害 す る お そ れ が あ る こ と に 留 意 す べ き （ 高 木 ）。

。● 手 続 の 進 行 に 関 す る 裁 判 長 の 訴 訟 指 揮 権 の 明 確 化 ･ 強 化 の 方 策 の 検 討 が 必 要

（ 山 本 ）

オ 直 接 主 義 ・口頭主義の実質化（公 判 の 活 性 化 ）のための方策

【 検 討 す べ き 事 項 】

○ 公 判 審 理 の 実 状

○ 伝 聞 法 則 と そ の 例 外 の 在 り 方

● 書 証 の 取 調 べ が 中 心 の 裁 判 調 書 裁 判 は 、 公 判 審 理 に お け る 直 接 主 義 ･ 口 頭( )

主 義 を 衰 弱 さ せ 、 伝 聞 法 則 を 形 骸 化 し 、 新 刑 訴 法 の 理 念 を 後 退 さ せ る も の で あ

る （ 高 木 ）。
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（捜 査 ・公 判 手 続 の 合 理 化 ・効率化ないし重カ 争いのある事件とない事件の区別

（参考資料 ）（水原レポート エ･ 頁）点化のために考えられる方策） 17 2.-(2)- 5

【 検 討 す べ き 事 項 】

○ 有 罪 答 弁 制 度 ア レ イ ン メ ン ト )(

・ 導 入 の 是 非 （ 真 実 発 見 の 要 請 と の 関 係 な ど ）

・ 制 度 の 具 体 的 な 在 り 方

○ 現 行 制 度 （ 略 式 請 求 手 続 、 簡 易 公 判 手 続 ） の 改 善

● ア レ イ ン メ ン ト の 導 入 に よ っ て 簡 易 迅 速 な 事 件 処 理 が 可 能 と な る と い う 論

理 の み に 目 を 奪 わ れ る こ と な く 、 そ れ に よ る 冤 罪 の 発 生 を 防 止 す る た め の 被 疑

者 国 選 弁 護 制 度 の 導 入 や 証 拠 の 事 前 全 面 開 示 が 行 わ れ る こ と な ど の 条 件 整 備 が

前 提 と な る こ と に 留 意 す べ き （ 高 木 ）。

● 有 罪 答 弁 に つ い て は 、 得 ら れ る 合 理 化 メ リ ッ ト と の 比 較 の 上 で 、 真 実 発 見

が 後 退 す る こ と へ の 国 民 の 意 識 如 何 な ど に つ い て 議 論 を 深 め る 必 要 （ 山 本 ）。

被疑者・被告人の公的弁護制度の在り方3.

（現状に関して、参考資料 、 水原レポート ･ ～ 頁 ）26 27 4.-(1) 10 11、

論 点 整 理 刑 事 司 法 の 公 正 さ の 確 保 と い う 点 か ら は 、 被 疑 者 ･ 被 告 人 の 権 利

を 適 切 に 保 護 す る こ と が 肝 要 で あ る が 、 そ の た め に 格 別 重 要 な 意 味 を 持 つ の

が 、 弁 護 人 の 援 助 を 受 け る 権 利 を 実 効 的 に 担 保 す る こ と で あ る 。 し か る に 、

資 力 が 十 分 で な い な ど の 理 由 で 自 ら 弁 護 人 を 依 頼 す る こ と の で き な い 者 に つ

い て は 、 現 行 法 で は 、 起 訴 さ れ て 被 告 人 と な っ た 以 後 に 国 選 弁 護 人 を 付 す こ

と が 認 め ら れ て い る に と ど ま る 。 被 疑 者 に つ い て は 、 弁 護 士 会 の 当 番 弁 護 士

制 度 や 法 律 扶 助 協 会 の 任 意 の 扶 助 事 業 に よ っ て 、 そ の 空 白 を 埋 め る べ く 努 力

（ 関 連 し て 、 少 年さ れ て き た が 、 そ の よ う な 形 で の 対 処 に は 自 ず と 限 界 が あ る

こ れ に 加 え 、 上 述 の 適事 件 の 弁 護 士 付 添 人 に つ い て も 、 ほ ぼ 同 様 の 状 況 に あ る ）。

正 ･ 迅 速 な 刑 事 裁 判 の 実 現 を 可 能 に す る 上 で も 、 刑 事 弁 護 体 制 の 整 備 が 重 要 と

なる。このような意味から、少年事件をも視野に入れつつ、被疑者･被告人に対す

る公的弁護制度の整備とその条件につき幅広く検討することが必要である。

（参考資料 ）（水原レポート ア･ 頁）(1) 公的費用による被疑者弁護制度について 28 30 4.-(2)- 11 13～ ～

ア 導 入 の 意 義 ・必要性
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、 。（ ）● 被 疑 者 国 選 弁 護 制 度 の 導 入 は 刑 事 司 法 改 革 の 不 可 欠 の 前 提 で あ る 高 木

● 真 実 追 究 に 重 点 を 置 く 我 が 国 刑 事 司 法 は 、 捜 査 に お け る 被 疑 者 の 取 調 べ の

ウ ェ イ ト が 大 き く 被 疑 者 段 階 で の 弁 護 活 動 の 重 要 さ は 容 易 に 推 測 で き る と こ ろ

で あ り 、 何 ら か の 形 で 被 疑 者 ･ 被 告 人 を 通 じ て 一 貫 し た 公 的 弁 護 制 度 の 確 立 を 急

ぐ べ き （ 山 本 ）。

イ 導入のための具体的制度の在り方

(ア) 導入方式

【 検 討 す べ き 事 項 】

○ 国 選 弁 護 制 度 、 法 律 扶 助 制 度 、 公 設 弁 護 人 事 務 所 制 度 等

(イ) 制度の運営主体

【 検 討 す べ き 事 項 】

( )○ 国 の 直 接 運 営 、 公 的 性 格 を 持 つ 法 人 特 殊 法 人 、 認 可 法 人 、 指 定 法 人 等

(ウ) 導入に伴う問題ないし条件

【 検 討 す べ き 事 項 】

① 弁 護 士 偏 在 、 集 中 審 理 （ 充 実 ・ 迅 速 化 ） に 対 応 し 得 る 弁 護 体 制

○ 公 設 弁 護 人 事 務 所 制 度 、 公 的 刑 事 弁 護 の 運 営 主 体 に 常 勤 弁 護 士 を 置

く 制 度 等

② 弁 護 士 の 公 的 活 動 へ の 参 加 の 確 保

● 弁 護 士 会 と し て も 、 弁 護 士 偏 在 の 問 題 や 公 益 的 な 活 動 へ の レ ベ ル の

高い参加など、課題の改善に全力を尽くすべき （高木）。

③ 公費投入に見合った弁護活動の評価、コントロールシステムの在り方

（参 考 資 料 ～ ）31 34

○ 評 価 、 コ ン ト ロ ー ル の 対 象 ・ 内 容 （ 弁 護 権 の 保 障 と の 関 係 ）

○ 評 価 の 基 準 、 評 価 の 主 体 ・ 構 成

○ 適 正 を 欠 く 弁 護 活 動 へ の 対 処 の 在 り 方

● 公 的 な 制 度 で あ る こ と や 「 国 民 感 情 」 を 理 由 に 過 度 に 弁 護 人 の 活 動

( )に規制を加えたり 介入したりすることは戒めなければならない 高木、 。

● 税 金 を 投 入 す る 以 上 、 こ れ に 基 づ く 弁 護 活 動 の 適 正 さ を 担 保 す る た

め 一 定 の チ ェ ッ ク を か け う る 形 と す る こ と 、 あ る い は 資 力 の あ る 被 疑 者

に つ い て 適 正 な 自 己 負 担 を 求 め る こ と な ど を 考 慮 し た 制 度 設 計 が 重 要 。

（山本）
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(エ) 導 入 の 範 囲

【 検 討 す べ き 事 項 】

○ 導 入 す る 事 件 の 範 囲 （ 重 大 事 件 、 身 柄 事 件 に 限 定 す る か な ど ）

○ 障 害 者 、 年 少 者 等

被告人に対する国選弁護制度について(2)

【 検 討 す べ き 事 項 】

○ 被 疑 者 ・ 被 告 人 を 通 じ た 統 一 的 公 的 刑 事 弁 護 制 度 の 確 立 の 必 要 性

)● 国選弁護の拡充・強化（…） 再掲 （高木( )

（参 考 資 料 、 ）(3) 少年審判手続における公的付添人制度 35 36

【 検 討 す べ き 事 項 】

○ 少 年 審 判 手 続 の 構 造 と の 関 係 （ 検 察 官 の 出 席 等 ）

○ 必 要 的 弁 護 士 付 添 人 制 度

○ 家 裁 の 後 見 的 機 能 と の 関 係

○ 付 添 人 と な る 弁 護 士 を 確 保 す る た め の 条 件 整 備

( )● 必 要 的 弁 護 士 付 添 人 制 度 、 国 費 に よ る 弁 護 士 付 添 人 制 度 の 創 設 が 必 要 。 高 木

新たな時代における捜査・公判手続の在り方4.

（現状に関して、参考資料 水原レポート ･ ～ 頁）12 3.-(1) 6 8、

論 点 整 理 我 が 国 の 社 会 ・ 経 済 が 急 速 な 変 化 を 遂 げ つ つ あ る 今 日 、 犯 罪 の 動

向 も 複 雑 化 ・ 凶 悪 化 ・ 組 織 化 ・ 国 際 化 の 度 合 い を 強 め て い る が 従 来 の 捜 査 ・、

公 判 手 続 の 在 り 方 な い し 手 法 で は こ れ に 十 分 対 応 し 切 れ ず 、 刑 事 司 法 は そ の

機 能 を 十 分 発 揮 し が た い 状 況 に 直 面 し つ つ あ る 。 そ こ で 、 刑 事 司 法 が そ の 本

、 、来 の 使 命 を 適 切 に 果 た せ る よ う 人 権 保 障 に 関 す る 国 際 的 動 向 も 踏 ま え つ つ

新 た な 時 代 に 対 応 し た 捜 査 ・ 公 判 手 続 の 在 り 方 を 検 討 す べ き で あ る 。

新たな時代に対応し得る捜査・公判手続の在り方(1)

ア 問題状況
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（参 考 資 料 、 ）イ 具 体 的 方 策 13 15

（水原レポート ア･ ～ 頁）(ア) 刑事免責制度等の新たな捜査手法の導入 3.-(2)- 8 9

● 「 お と り 捜 査 「 司 法 取 引 「 刑 事 免 責 」 と い っ た 課 題 に つ い て は 、 人 権 侵」、 」、

害 の 危 険 性 、 正 義 の 実 現 と の 違 和 感 な ど か ら 、 犯 罪 発 生 件 数 が 先 進 国 中 で 抜 き ん 出

て 少 な い 我 が 国 に 海 外 で 発 展 し た 手 法 を 安 易 に 取 り 入 れ る こ と に は 抵 抗 が あ る が 、

他 方 で 、 犯 罪 の 質 的 変 化 へ の 対 応 と い う 課 題 の 下 、 タ ブ ー 視 す る こ と な く そ れ ら の

手 法 も 有 力 な 選 択 肢 の 一 つ と し て 廣 く 議 論 さ れ る べ き 。 そ の 際 に は オ ー ル オ ア ナ ッ

シ ン グ で は な く 弊 害 を で き る だ け 生 じ さ せ な い 制 度 的 工 夫 と 併 せ て 議 論 す べ き 山。（

本 ）

（参 考 資 料 ）① 刑事免責制度の導入の是非 16

【 検 討 す べ き 事 項 】

○ 組 織 犯 罪 等 へ の 有 効 な 対 処 方 策 で あ る 一 方 、 内 容 虚 偽 の 供 述 を 誘 発

す る お そ れ 、 国 民 の 法 感 情 、 公 正 感 に 反 す る お そ れ な ど の 問 題 を ど の よ

う に 考 え る か 。

（ ）○ 制 度 の 具 体 的 在 り 方 罪 責 自 体 の 免 除 か 証 拠 と し て の 使 用 免 除 か 等

② 非協力な参考人等への対策

【 検 討 す べ き 事 項 】

○ 捜 査 段 階 に お け る 参 考 人 勾 引 あ る い は 出 頭 強 制 の 制 度 、 現 行 法 上 の

起 訴 前 証 人 尋 問 の 拡 充

③ 参 考 人 保 護 の た め の 方 策

● 捜 査 ・ 公 判 に 対 す る 一 般 国 民 の 協 力 を 確 保 す る 前 提 条 件 と し て 何 よ り

大 切 な の は 、 証 人 の 保 護 方 策 の 強 化 な ど 一 般 国 民 が 安 心 し て 証 人 に な れ る

環 境 の 整 備 で あ る （ 山 本 ）。

（ お と り 捜 査 の 拡 充 等 ）④ その他の手法

(イ) 国際捜査・司法共助制度の拡充強化

（参考資料 、 ）（水原レポート イ･ 頁）18 19 3.-(2)- 9
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● 犯 罪 の 国 際 化 等 を 踏 ま え 、 捜 査 ・ 司 法 共 助 制 度 の 一 層 の 拡 充 ・ 強 化 を は

っ て い く こ と は 当 然 の 方 向 で あ る （ 高 木 ）。

（水原レポート エ･ 頁）(2) 被 疑 者 ・被告人の身柄拘束に関連する問題 3.-(2)- 9

● 国 際 人 権 （ 自 由 権 ） 規 約 は 、 各 国 固 有 の 価 値 観 ・ 社 会 通 念 ・ 社 会 状 況 を 超 え た

普 遍 性 の あ る 国 際 的 ル ー ル で あ り 、 同 規 約 委 員 会 の 勧 告 は 真 摯 に 受 け 止 め る 必 要 が

あ る （ 高 木 ）。

● 「 無 罪 推 定 の 原 則 」 を 再 確 認 し 、 徹 底 を 期 す べ き 。 任 意 の 取 調 べ は も ち ろ ん 身

柄 を 拘 束 す る 場 合 も 被 疑 者 は 人 間 ら し い 取 扱 い を 受 け な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 こ

( )の 原 則 は 、 捜 査 段 階 だ け で な く 公 判 に お い て も 担 保 さ れ な け れ ば な ら な い 。 高 木

（ 代 用 監 獄 のア 被 疑 者 ・被告人の身柄拘束に関連して指摘されている問題点

在 り 方 、 起 訴 前 保 釈 制 度 、 被 疑 者 と 弁 護 人 の 接 見 交 通 の 在 り 方 、 令 状 審 査 ・

（参 考 資 料 、 ～ ）保 釈 請 求 に 対 す る 判 断 の 在 り 方 ）への対応方策について 14 21 23

(ア) 代 用 監 獄 の 在 り 方

【 検 討 す べ き 事 項 】

○ 代 用 監 獄 の 現 状

○ 代 用 監 獄 の 弊 害 を 防 止 す る 方 策

・ 警 察 に お け る 捜 査 部 門 と 留 置 管 理 部 門 の 分 離 の 徹 底

・被疑者弁護の拡充

○ 代 用 監 獄 の 廃 止 の 当 否

● 死 刑 再 審 無 罪 事 件 に 現 れ て い る よ う に 代 用 監 獄 は 冤 罪 の 温 床 で あ る と4

の 指 摘 が あ る 。 代 用 監 獄 を 廃 止 し 、 捜 査 と 一 切 の か か わ り の な い 公 平 な 第 三

者 機 関 に 被 疑 者 の 身 柄 拘 束 を 委 ね る こ と が 必 要 （ 高 木 ）。

(イ) 起訴前保釈制度

【 検 討 す べ き 事 項 】

○ 我 が 国 の 捜 査 手 続 と の 関 係

○ 被 疑 者 段 階 の 身 柄 拘 束 の 適 正 を 確 保 す る た め の 他 の 方 策 の 在 り 方 （ 司

法審査）
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● 逮 捕 さ れ れ ば ほ と ん ど の 場 合 勾 留 さ れ 、 そ れ が 起 訴 ・ 不 起 訴 の 決 定 ま で

継 続 し 、 そ の 間 に 釈 放 さ れ る こ と は ほ と ん ど な い の が 現 状 で あ る こ と を 考 え

る と 、 起 訴 前 の 保 釈 制 度 を 創 設 す る こ と が 必 要 （ 高 木 ）。

(ウ) 被疑者と弁護人の接見交通の在り方

【 検 討 す べ き 事 項 】

○ 接 見 交 通 の 現 状

○ 接 見 交 通 の 充 実 の た め の 方 策 （ 被 疑 者 の 公 的 弁 護 制 度 と の 関 係 な ど ）

● 被 疑 者 段 階 か ら の 公 的 弁 護 の 確 立 を 前 提 に 、 弁 護 人 と の 間 の 十 分 な 接 見

交 通 権 を 確 保 す る こ と が 重 要 。 弁 護 人 と 被 疑 者 と の 接 見 交 通 に つ い て は 、 以

前 と は 異 な り 現 在 の 運 用 面 で は 相 当 改 善 さ れ て い る よ う で あ る が 、 現 状 で 十

分 な の か あ る い は ル ー ル を も っ と 明 確 化 す る 必 要 は な い か 等 検 討 す る 必 要 。

（ 山 本 ）

(エ) 令状審査・保釈請求に対する判断の在り方

【 検 討 す べ き 事 項 】

○ 令 状 審 査 ・ 保 釈 請 求 に 対 す る 判 断 の 実 情

● 令 状 審 査 が 形 骸 化 し て い る 現 状 を 踏 ま え 、 令 状 審 査 の 当 事 者 主 義 化 （ 現

在 は 他 方 当 事 者 で あ る 被 疑 者 に 証 拠 は 示 さ れ ず 弁 護 人 の 手 続 へ の 関 与 も 保 障

さ れ て い な い ） を 図 り 、 過 度 な 身 柄 拘 束 を 是 正 す べ き で あ る 。 保 釈 制 度 に つ。

い て も 「 人 質 司 法 」 と 呼 ば れ る 事 態 を 解 消 す る た め 「 罪 証 隠 滅 の お そ れ 」、 、

の 要 件 を 除 外 す る か 、 よ り 厳 格 な 要 件 に 変 え る 必 要 が あ る （ 高 木 ）。

● 被 疑 者 の 勾 留 、 被 告 人 の 保 釈 に つ い て は 、 時 に 捜 査 の 便 宜 を 重 視 し た 運

用 を 感 じ る と の 指 摘 も あ り 、 犯 罪 の 軽 重 や 被 疑 者 ・ 被 告 人 の 社 会 的 環 境 も 配

慮 し た き め の 細 か い 運 用 が 必 要 （ 山 本 ）。

イ 取調べの適正を確保するための措置について

（水原レポート ･ 頁）(ア) 我が国刑事司法における被疑者取調べの意義､役割 1.-(1) 1

(イ) 取調べの可視化（検証可能性）

【 検 討 す べ き 事 項 】

① 目 的 、 範 囲 ・ 程 度
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○ 取 調 べ の 機 能 と の 関 係

② 具 体 的 方 策

（参 考 資 料 ）○ 弁 護 人 に よ る 取 調 べ へ の 立 会 い 24

● 虚 偽 自 白 、 冤 罪 を 防 止 す る た め 、 被 疑 者 取 調 べ に 弁 護 人 の 立 会 い を

認 め る こ と が 必 要 で あ る 。 弁 護 人 の 援 助 を 受 け る 権 利 は 取 調 室 と い う 密

室 の 中 に も 及 ぼ さ な け れ ば な ら な い （ 高 木 ）。

● 取 調 べ 過 程 に つ い て 一 定 の 透 明 化 を 進 め る こ と は 重 要 で あ る が 、 他

方 で 、 取 調 べ 機 能 へ の 阻 害 と い う 要 因 も 考 慮 す る 必 要 が あ り 、 例 え ば 弁

護 人 の 立 会 い と い う 方 法 は 適 切 か ど う か 疑 問 が あ る （ 山 本 ）。

（参 考 資 料 ）○ 電 気 的 手 段 に よ る 記 録 （ 録 音 、 録 画 等 ） 25

● 取 調 べ が 密 室 の 中 で 行 わ れ る こ と は 捜 査 機 関 に よ る 人 権 の 侵 害 の 可

能 性 が あ り 、 ま た 、 自 白 の 任 意 性 ・ 信 用 性 が 争 わ れ る 場 合 に そ の 判 断 の

プ ロ セ ス で 長 期 の 審 理 期 間 が 費 や さ れ る こ と な ど か ら 、 取 調 べ 状 況 の テ ー

プ 録 音 、 ビ デ オ 録 画 な ど 可 視 化 を 図 る 制 度 を 導 入 す べ き で あ る （ 高 木 ）。

● 録 音 、 録 画 と い う 手 段 に つ い て は 、 取 り 調 べ ら れ る 本 人 の 意 識 の 問

題 、 第 三 者 を 含 め た プ ラ イ バ シ ー 侵 害 と な ら な い よ う な 公 判 で の 用 い 方

な ど ク リ ア す べ き 問 題 も あ る 一 方 で 、 調 書 の 信 頼 性 を 担 保 し 、 公 判 で の

安 易 な 調 書 の 否 認 を な く す と い う 捜 査 側 の メ リ ッ ト も あ り 、 議 論 を 深 め

る 必 要 （ 山 本 ）。

○ 取 調 べ 状 況 ・ 過 程 の 書 面 に よ る 記 録 の 義 務 付 け

● 取 調 べ の 日 時 等 の 記 録 も 有 効 （ 山 本 ）。

ウ その他

公的被疑者弁護制度、被疑者と弁護人の接見交通の在り方など

● 捜 査 機 関 と 被 疑 者 （ 被 告 人 ） 側 の 実 質 的 な 対 等 を 図 る 見 地 か ら 、 弁 護 側 の

防 御 の た め の 証 拠 収 集 を 可 能 と す る た め 、 弁 護 人 へ 一 定 の 調 査 権 限 を 付 与 す る

こ と が 必 要 （ 高 木 ）。

● 被 疑 者 段 階 か ら の 公 的 弁 護 の 確 立 を 前 提 に 、 弁 護 人 と 被 疑 者 と の 間 の 十 分

な 接 見 交 通 を 確 保 す る こ と が 重 要 （ 山 本 （ 再 掲 ）。 ）



12

（参考資料 ）（水原レポート ウ･ 頁）(3) 検察官の起訴独占･訴追裁量権の在り方 20 3.-(2)- 9

ア 検察官の起訴独占・訴 追 裁 量 権 の 意 義 ・現 状 （機 能 及 び 問 題 点 等 ）

イ 検察官の起訴独占・訴追裁量権の改善のための諸方策

（ 国 民 の 司 法 参 加 と い う 観 点 か ら の 検 討 も 必 要 ）【 検 討 す べ き 事 項】

検 察 審 査 会 の 議 決 へ の 法 的 拘 束 力 の 付 与○

・ 自 動 的 に 公 訴 提 起 の 効 力 を 認 め る か 。

・ 訴 追 追 行 主 体 い か ん 。

・ 無 罪 と な っ た 場 合 の 国 家 賠 償

・ 審 査 手 続 の 在 り 方

○ そ の 他 検 察 審 査 会 の 機 能 強 化

● 不 起 訴 が 相 当 と さ れ る べ き 事 案 が 起 訴 さ れ た り 、 逆 に 起 訴 さ れ る べ き 事 案 が

不 起 訴 と さ れ る こ と が な い よ う 、 検 察 官 の 公 訴 権 の 行 使 に つ い て 一 定 の 評 価 や チ

ェ ッ ク を 加 え る 仕 組 み を 強 化 す べ き （ 検 察 審 査 会 の 議 決 へ の 拘 束 力 の 付 与 、 検 察

審 査 会 に 検 察 官 の 不 起 訴 処 分 の み な ら ず 起 訴 処 分 に 関 す る 審 査 権 限 も 付 与 す る こ

と 、 付 審 判 請 求 手 続 の 改 善 な ど （ 高 木 ））。

● 検 察 審 査 会 の さ ら な る 活 用 が 考 え ら れ て よ く 、 例 え ば 、 そ の 起 訴 を 求 め る 判

断 に 強 制 力 を 付 与 す る こ と を 考 え る 余 地 が あ る （ 山 本 ）。

少 年 事 件 へ の 対 応(4)

【 検 討 す べ き 事 項 】

○ 少 年 審 判 手 続 と 刑 事 訴 訟 手 続 と の 関 係 （ 少 年 」 の 範 囲 ）「

○ 刑 事 責 任 年 齢 の 引 き 下 げ の 要 否 等

● 少 年 事 件 捜 査 を 、 少 年 の 特 性 に 十 分 配 慮 し て 、 違 法 ・ 不 当 な 捜 査 を 抑 制 す る

方 向 で 抜 本 的 に 改 革 す べ き 。 そ の た め 国 費 に よ る 被 疑 者 弁 護 制 度 の 創 設 、 弁 護 人

の 取 調 べ へ の 立 会 い や 取 調 状 況 の 録 音 な ど に よ る 可 視 化 、 身 柄 拘 束 要 件 の 厳 格 化

な ど が 必 要 （ 高 木 ）。

● 必 要 的 弁 護 士 付 添 人 制 度 、 国 費 に よ る 弁 護 士 付 添 人 制 度 の 創 設 が 必 要 （ 高。

木 （ 再 掲 ））

● 証 拠 調 べ 請 求 権 な ど 審 判 で の 少 年 の 防 御 権 の 確 立 （ 高 木 ）。

● 少 年 の 保 護 育 成 に 重 点 を 置 い た 理 念 や 必 要 性 は 理 解 で き る が 、 少 年 法 の 基 本

的 な 枠 組 み （ 例 え ば 対 象 と す る 少 年 の 範 囲 、 刑 事 罰 対 象 年 齢 の 範 囲 な ど ） に つ い

て は 、 同 法 制 定 時 に は 予 想 も つ か な か っ た 物 質 的 な 豊 か さ の 達 成 、 様 々 な 情 報 の

氾 濫 、 家 庭 ・ 学 校 の 社 会 教 育 機 能 の 変 化 な ど 構 造 的 な 社 会 変 化 と こ れ に 伴 う 少 年

の 意 識 変 化 を 踏 ま え た 再 検 討 が 必 要 な と き に き て い る （ 山 本 ）。
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そ の 他(5)

○ 無罪事件に対する検察官上訴の在り方

● 甲 山 事 件 に 見 ら れ る よ う に 無 罪 判 決 に 対 す る 検 察 官 控 訴 に は 大 き な 人 権 侵 害

の 危 険 性 が 伴 う 。 上 訴 制 度 の 本 来 的 意 義 は 誤 判 に 対 す る 救 済 手 段 で あ る か ら 、 被

。（ ）告 人 の 上 訴 は 認 め て も 検 察 官 の 上 訴 を 制 限 す る こ と に は 合 理 的 根 拠 が あ る 高 木

○ 刑事司法における被害者の権利保護・救済

、 、● 犯 罪 被 害 者 救 済 制 度 は 経 済 的 な 救 済 援 助 を 得 る こ と が で き る ば か り で な く

社 会 的 な 援 助 を 得 ら れ る 制 度 で な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 捜 査 機 関 、 裁 判 所 、 弁

護 士 は 、 被 害 者 へ の 十 分 な 配 慮 を 行 う 必 要 が あ る （ 高 木 ）。

、 、● 被 害 者 等 の 刑 事 手 続 へ の 参 加 の 在 り 方 に つ い て は 被 害 者 等 の 陳 述 の ル ー ル

法 廷 秩 序 維 持 に 関 す る 裁 判 官 の 権 限 ･ 責 任 を 明 確 化 す る な ど 弊 害 防 止 の た め の 措 置

も考えながら、前向きな議論が必要 （ 山 本 ）。

（ 、 、● 被 害 者 等 へ の 裁 判 情 報 提 供 の 拡 充 訴 訟 記 録 の 閲 覧 ・ 謄 写 裁 判 の 進 行 状 況

裁 判 日 時 、 加 害 者 動 向 等 （ 山 本 ））。

● 被 害 者 等 へ の 経 済 的 ・ 精 神 的 ケ ア の 充 実 （ 山 本 ）。

● 被 害 者 等 に 配 慮 し た 取 調 べ ・ 証 人 尋 問 、 身 辺 保 護 （ 山 本 ）。

○ 刑事司法における障害者（被疑者・被告人、参考人）への配慮

● 知 的 障 害 者 に 対 す る 取 調 べ に 、 障 害 者 の 能 力 を 補 完 す る 精 神 科 医 な ど 本 人 の

状 態 を 十 分 に 理 解 し た 知 的 障 害 者 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 支 援 者 の 立 会 い を 付 す る 制

度 を 創 設 す る 必 要 （ 高 木 ）。

○ 死刑確定者に対するケア・権利保障

● 死 刑 確 定 者 の 面 会 ・ 通 信 の 自 由 の 制 限 の 仕 方 や 死 刑 執 行 の 完 全 秘 密 性 な ど 死

刑 確 定 者 の ケ ア や 権 利 保 障 に は 問 題 が あ り 、 対 応 の 改 善 を は か る べ き （ 高 木 ）。

○ 重大犯罪に対する法定刑・量刑の在り方

● 現 在 の 法 定 刑 、 量 刑 の 在 り 方 に つ い て 国 民 の 信 頼 が 揺 ら い で き て い る 。 死 刑

と 無 期 懲 役 の 間 に 大 き な 落 差 が あ る こ と が そ の 大 き な 原 因 と な っ て お り 、 有 期 刑

（ ） 。 「 」の 最 高 限 年 の 引 上 げ や 終 身 刑 も 議 論 さ れ る べ き 量 刑 に お け る 相 場 主 義15

も 問 題 で あ り 、 事 案 に 則 し 国 民 感 情 と 被 害 者 感 情 を も 踏 ま え た 厳 罰 の 適 用 を た め

ら う べ き で は な い 。 な お 、 仮 出 獄 の 判 断 の 的 確 性 の 担 保 に つ い て も 検 証 の 必 要 性

が あ り 、 保 護 観 察 制 度 を 支 え る 人 的 体 制 に つ い て も 保 護 司 へ の 支 援 制 度 の 充 実 等

検 討 す べ き （ 山 本 ）。
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○ 犯 罪 報 道 の 在 り 方

● 被 疑 者 ・ 被 告 人 に 対 す る 無 罪 推 定 の 原 則 は 事 件 報 道 に あ た っ て も 貫 か れ る べ

、 、き で あ り 少 な く と も 逮 捕 さ れ た 事 実 を も っ て 被 疑 者 を 犯 人 視 す る よ う な 報 道 は

報 道 機 関 に よ る 自 主 的 努 力 に よ っ て 克 服 さ れ る 必 要 が あ る （ 高 木 ）。

● 現 在 の マ ス コ ミ 報 道 の 在 り 方 は 、 報 道 の 自 由 の 名 の 下 に 、 被 疑 者 の プ ラ イ バ

シ ー 、 名 誉 を 著 し く 傷 つ け る も の と な っ て い る 。 少 年 の 場 合 だ け で な く 、 成 人 被

疑 者 に つ い て 、 ど の よ う な 形 で プ ラ イ バ シ ー 保 護 を 図 る の か 、 被 害 者 に 関 す る 報

道 の 在 り 方 を 含 め て 、 真 剣 な 議 論 が 必 要 （ 山 本 ）。

刑事司法に携わる人的体制（質量）の充実・強化5.

● 裁 判 所 （ 家 庭 裁 判 所 を 含 む 、 検 察 庁 、 弁 護 士 、 処 遇 ・ 矯 正 機 関 の 人 的 拡 充 、 質）

的 充 実 （ 高 木 ）

● 刑 事 司 法 に 携 わ る 人 的 体 制 の 充 実 ・ 強 化 （ 山 本 ）

陪審・参審制度と刑事手続の在り方6.

（ 国 民 の 司 法 参 加 の 中 で 審 議 す る ）。

● 陪 審 制 度 の 復 活 （ 陪 審 制 度 を 具 体 的 に 日 本 の 刑 事 裁 判 に 復 活 さ せ て い く た め に

は 、 ど ん な 条 件 整 備 が 必 要 な の か 、 早 急 に 検 討 に 着 手 す べ き で あ る （ 高 木 ）。）


